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又
こ
れ
に
対
し
て
日
本
国
政
府
が
、
中
止
あ
る
い
は
解
散
等
、
彈
圧
類
似
行
為
を
行
う
日
本
国
現
行
諸
法
規
の
よ
り
ど
こ

ろ
を
明
示
さ
れ
た
い
。 

日
本
の
国
民
が
集
会
、
言
論
、
結
社
、
出
版
、
ス
ト
、
デ
モ
等
を
行
う
場
合
、
こ
れ
ら
に
対
す
る
日
本
国
現
行
諸
法
規
の

保
護
規
定
を
明
示
さ
れ
た
い
。 

更
に
こ
れ
ら
の
法
規
運
用
の
実
態
を
も
併
せ
て
明
示
さ
れ
た
い
。 

右
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と
彈
圧
的
法
規
並
び
に
そ
の
運
用
に
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